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平
成
16
年
4
月
1
日
か
ら
適
用

消

費

税

が

変

わ

り

ま

す

消
費
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
平

成
16
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
は
、
事
業
者
免
税
点

制
度
の
適
用
上
限
の
引
き
下
げ
、
簡
易

課
税
制
度
の
適
用
上
限
の
引
き
下
げ
、

総
額
表
示
の
義
務
付
け
な
ど
多
く
の
事

業
者
に
関
係
す
る
改
正
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
今
回
の
税
制
改
正
に

お
け
る
改
正
消
費
税
法
の
概
要
を
説
明

し
ま
す
。

事
業
者
免
税
点
の
引
き
下
げ

納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
る
基
準
期
間

に
お
け
る
課
税
売
上
高
の
上
限
が
１
、

０
０
０
万
円
（
現
行
３
、
０
０
０
万
円
）

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

適
用
関
係

こ
の
改
正
は
、
平
成
16
年

４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
課
税
期
間
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
個

人
事
業
者
は
平
成
17
年
分
か
ら
、
事
業

年
度
が
１
年
で
あ
る
法
人
に
つ
い
て
は

平
成
17
年
３
月
末
決
算
分
か
ら
適
用
さ

れ
ま
す
。

簡
易
課
税
制
度
の
適
用
上
限
の
引
き
下

げ
簡
易
課
税
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上

高
の
上
限
が
５
、
０
０
０
万
円
（
現
行

２
億
円
）
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

適
用
関
係

こ
の
改
正
は
、
平
成
16
年

４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
課
税
期
間
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
個

人
事
業
者
は
平
成
17
年
分
か
ら
、
事
業

年
度
が
１
年
で
あ
る
法
人
に
つ
い
て

は
、
平
成
17
年
３
月
末
決
算
分
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
。

総
額
表
示
の
義
務
付
け

課
税
事
業
者
が
取
引
の
相
手
方
で
あ

る
消
費
者
に
対
し
て
賞
品
等
の
販
売
、

役
務
の
提
供
等
の
取
引
を
行
う
に
際

し
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
取
引
価
格
を
表

示
す
る
場
合
に
は
、
消
費
税
額
（
含
む

地
方
消
費
税
額
）
を
含
め
た
価
格
を
表

示
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

適
用
関
係

こ
の
改
正
は
、
平
成
16
年

４
月
１
日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト

総
額
表
示
と
は
、例
え
ば
、

左
に
掲
げ
る
よ
う
な
表
示
を
言
い
、
消

3
つ
の
年
金
で
皆
さ
ん
の
生
活
を
支
え
ま
す

11
月
は
国
民
年
金
制
度
推
進
月
間
で
す

11
月
は
、
皆
さ
ん
に
国
民
年
金
の
こ

と
を
正
し
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の

『
国
民
年
金
制
度
推
進
月
間
』
で
す
。

「
老
後
の
心
配
な
ん
て
ま
だ
先
の
こ

と
、
そ
れ
ま
で
は
関
係
な
い
」
と
若
い

人
は
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
国
民

年
金
に
は
老
後
の
た
め
の
老
齢
基
礎
年

金
だ
け
で
な
く
万
が
一
の
と
き
の
障
害

基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
あ
り
、

若
い
人
に
も
決
し
て
無
縁
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

�
老
齢
基
礎
年
金

原
則
と
し
て
、
加

入
期
間
が
25
年
以
上
あ
る
人
が
、
65

歳
か
ら
受
け
ら
れ
ま
す
。

�
障
害
基
礎
年
金

病
気
や
ケ
ガ
で
障

害
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
ら
れ
ま

す
。

�
遺
族
基
礎
年
金

一
家
の
働
き
手
が

亡
く
な
っ
た
と
き
、
子
の
あ
る
妻
、

ま
た
は
子
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

国
民
年
金
は
老
齢
基
礎
年
金
・
障
害

基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
と
い
う
三
つ

の
年
金
で
皆
さ
ん
の
生
活
を
支
え
ま
す
。

扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
し
ま
し
ょ

う
老
齢
年
金
は
所
得
税
法
に
よ
り
「
雑

所
得
」
と
し
て
課
税
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
毎
年
11
月
中
旬
に
社
会
保
険
業
務

セ
ン
タ
ー
か
ら
送
ら
れ
る
「
扶
養
親
族

等
申
告
書
」
に
、
必
要
事
項
を
記
入
し

て
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
65
歳
以
上
で
１
７
８
万
円
以
上
の
年

金
を
受
け
て
い
る
か
た

�
65
歳
未
満
で
１
０
８
万
円
以
上
の
年

金
を
受
け
て
い
る
か
た

提
出
し
な
い
と
、
控
除
が
受
け
ら
れ

ず
、
公
的
年
金
控
除
の
額
も
定
率
（
年

金
の
支
給
額
の
25
％
）
と
な
り
、
税
金

を
多
く
徴
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
提
出
し
ま
し

ょ
う
。
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費
税
額
を
含
む
支
払
総
額
が
表
示
さ
れ

て
い
れ
ば
、
併
せ
て
「
消
費
税
額
」
や

「
税
抜
価
格
」
を
表
示
し
て
も
差
し
支

え
あ
り
ま
せ
ん
。

中
間
申
告
の
申
告
・
納
付
回
数
の
改
正

直
前
の
課
税
期
間
の
確
定
消
費
税
額

（
年
税
額
）
が
４
、
８
０
０
万
円
を
超

え
る
場
合
に
は
、
年
11
回
（
１
月
ご
と
）

の
中
間
申
告
・
納
付
を
行
う
こ
と
と
な

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

館
林
税
務
署
▼
個
人
課
税
第
１
部
門

�
（72）
９
５
０
７
▼
法
人
課
税
第
１
部
門

�
（72）
９
５
２
４

表　示　例
10,290円
10,290円（税込）
10,290円（本体価格9,800円）
10,290円（うち消費税等490円）
10,290円（本体価格9,800円、消費　

税等490円）、
（注）価格の表示が消費税等を含め
た総額であれば、「総額である」旨
の表示は必要ありません。
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国民年金マスコット
“舞ちゃん”

住
民
課 

　
　
　
　
　  

内
線
3
3
7


